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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手術部位を撮像するための内視鏡および医療器具を有する患者側システムを遠隔で操作
するための遠隔操作装置であって、
　操作者が前記医療器具を遠隔で操作するための操作ハンドルと、
　下方向に押すことにより操作され、前記医療器具に関する機能を実行するための複数の
ペダル、および、前記複数のペダルが配置される基台部を含む操作ペダル部と、を備え、
　前記複数のペダルは、それぞれが平面視において互いに重ならない位置に配置され、
　前記複数のペダルは、ペダルの上端の高さ位置が第１高さ位置である複数の第１高さペ
ダルと、ペダルの上端の高さ位置が前記第１高さ位置より高い第２高さ位置である複数の
第２高さペダルと、を含み、前記第１高さペダルと前記第２高さペダルとが交互に隣接す
るように前記複数の第１高さペダルと前記複数の第２高さペダルとが前記基台部に配置さ
れている、遠隔操作装置。
【請求項２】
　前記第１高さペダルは、高さ位置において前記第２高さペダルと重なるように前記第２
高さペダルと異なる厚さを有している、請求項１に記載の遠隔操作装置。
【請求項３】
　前記第１高さペダルは、前記第２高さペダルよりも大きい長さを有している、請求項１
または２に記載の遠隔操作装置。
【請求項４】
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　前記第１高さペダルは、前記第２高さペダルと異なる幅を有している、請求項１～３の
いずれか１項に記載の遠隔操作装置。
【請求項５】
　前記複数のペダルは、前記医療器具を用いて手術部位を凝固させる操作を行う凝固ペダ
ルと、前記医療器具を用いて手術部位を切断する操作を行う切断ペダルとを含む、請求項
１～４のいずれか１項に記載の遠隔操作装置。
【請求項６】
　前記凝固ペダルは、前記第１高さペダルおよび前記第２高さペダルのうちの一方であり
、前記切断ペダルは、前記第１高さペダルおよび前記第２高さペダルのうちの他方である
、請求項５に記載の遠隔操作装置。
【請求項７】
　前記複数のペダルは、前記内視鏡を前記操作ハンドルで操作可能にするためのカメラペ
ダルと、前記医療器具と前記操作ハンドルとの操作接続を一時切断するクラッチペダルと
を含む、請求項１～６のいずれか１項に記載の遠隔操作装置。
【請求項８】
　前記患者側システムは、第２医療器具を備えており、
　前記操作ハンドルは、前記操作者が左手で操作することにより前記医療器具を操作する
ための第１操作ハンドルと、右手で操作することにより前記第２医療器具を操作するため
の第２操作ハンドルとを含み、
　前記複数のペダルは、前記医療器具に関する機能を実行するための少なくとも２つのペ
ダルと、前記第２医療器具に関する機能を実行するための少なくとも２つのペダルと、を
含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の遠隔操作装置。
【請求項９】
　前記医療器具に関する機能を実行するための少なくとも２つのペダルおよび前記第２医
療器具に関する機能を実行するための少なくとも２つのペダルは、前記基台部の中央に対
して左側および右側の何れか一方において連続して配置されている、請求項８に記載の遠
隔操作装置。
【請求項１０】
　前記第２高さ位置の床面からの距離は、前記第１高さ位置の床面からの距離の１．５倍
以上である、請求項１～９のいずれか１項に記載の遠隔操作装置。
【請求項１１】
　前記操作ペダル部は、水平方向に押すことにより操作する側方ペダルを含み、前記側方
ペダルは、前記複数のペダルと、平面視において互いに重ならない位置に配置されている
、請求項１～１０のいずれか１項に記載の遠隔操作装置。
【請求項１２】
  前記操作ペダル部は、平面視において複数の前記ペダルが扇形状に配置されている、請
求項１～１１のいずれか１項に記載の遠隔操作装置。
【請求項１３】
　第１医療器具を支持する第１マニピュレータと、第２医療器具を支持する第２マニピュ
レータと、内視鏡を支持するカメラアームとを備えた患者側システムを遠隔で操作するた
めの遠隔操作装置であって、
　操作者が前記第１マニピュレータを介して前記第１医療器具を遠隔で操作するための第
１操作ハンドルと、
　前記操作者が前記第２マニピュレータを介して前記第２医療器具を操作するための第２
操作ハンドルと、
　下方向に押すことにより操作され、前記第１医療器具に関する機能を実行するための第
１および第２ペダルと、前記第２医療器具に関する機能を実行するための第３および第４
ペダルと、を含む複数のペダル、および、前記複数のペダルが配置される基台部を含む操
作ペダル部と、を備え、
　前記複数のペダルは、それぞれが平面視において互いに重ならない位置に配置され、
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　前記第１ペダルに隣接して前記第２ペダルが配置され、前記第２ペダルに隣接して前記
第３ペダルが配置され、前記第３ペダルに隣接して前記第４ペダルが配置され、
　前記第１および第３ペダルの上端の高さ位置が第１高さ位置であり、前記第２および第
４ペダルの上端の高さ位置が第１高さ位置より高い第２高さ位置であり、
　前記第１および第３ペダルは、平面視における各ペダルの長手方向において、前記第２
および第４ペダルよりも大きい長さを有している、遠隔操作装置。
【請求項１４】
　前記第１および第３ペダルと、前記第２および第４ペダルとは、高さ位置において互い
に重なる厚さを有している、請求項１３に記載の遠隔操作装置。
【請求項１５】
　前記操作ペダル部は、平面視において複数の前記ペダルが扇形状に配置されている、請
求項１３または１４に記載の遠隔操作装置。
【請求項１６】
　前記操作ペダル部は、平面視において、前記基台部の中央に対して一方側に複数の前記
ペダルが扇形状に配置されているとともに、中央に対して他方側に複数の前記ペダルが扇
形状に配置されている、請求項１５に記載の遠隔操作装置。
【請求項１７】
　前記複数のペダルは、前記内視鏡を前記操作ハンドルで操作可能にするための第５ペダ
ルと、前記医療器具と前記操作ハンドルとの操作接続を一時切断するための第６ペダルと
を含む、請求項１３～１６のいずれか１項に記載の遠隔操作装置。
【請求項１８】
　前記患者側システムは、第３医療器具を支持する第３マニピュレータを備え、
　前記複数のペダルは、前記第１操作ハンドルで操作されるマニピュレータを前記第１マ
ニピュレータから前記第３マニピュレータに切り替えるための第７ペダルを含む、請求項
１３～１７のいずれか１項に記載の遠隔操作装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、遠隔操作装置に関し、特に、医療器具を操作するための遠隔操作装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、腹腔鏡など様々な手術において手術ロボットが用いられている。また、手術ロボ
ットの操作装置として、ハンドコントロールやフットペダルが用いられている。そして、
手術ロボットの機能が増加するにしたがって、操作装置からの入力の種類も増加するため
、これらを効率的に操作することが求められている。特許文献１の手術ロボットの操作装
置では、足元の入力部としてフットペダルを用いている。フットペダルは、上側ペダルア
センブリと下側ペダルアセンブリとの２段に構成されており、多くの種類の操作の入力に
対応している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第８１２０３０１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の手術ロボットの操作装置では、フットペダルが２段
構成であるため、足の上げ下げの動作が必要である。また、上段のペダルを操作する際に
、つま先およびかかとを上方に持ち上げた状態でつま先で上段のペダルを操作する場合に
、かかとが下段のペダルに当たることにより下段のペダルを操作してしまうという危険性
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もある。
【０００５】
　この発明は、入力する操作の種類の数を確保しながらペダルの操作性を向上させること
が可能な遠隔操作装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明の第１の局面による遠隔操作装置は、手術部位を撮像するための内視鏡および
医療器具を有する患者側システムを遠隔で操作するための遠隔操作装置であって、操作者
が医療器具を遠隔で操作するための操作ハンドルと、下方向に押すことにより操作され、
医療器具に関する機能を実行するための複数のペダル、および、複数のペダルが配置され
る基台部を含む操作ペダル部と、を備え、複数のペダルは、それぞれが平面視において互
いに重ならない位置に配置され、複数のペダルは、ペダルの上端の高さ位置が第１高さ位
置である複数の第１高さペダルと、ペダルの上端の高さ位置が第１高さ位置より高い第２
高さ位置である複数の第２高さペダルと、を含み、第１高さペダルと第２高さペダルとが
交互に隣接するように複数の第１高さペダルと複数の第２高さペダルとが基台部に配置さ
れている。
【０００７】
　この発明の第２の局面による遠隔操作装置は、第１医療器具を支持する第１マニピュレ
ータと、第２医療器具を支持する第２マニピュレータと、内視鏡を支持するカメラアーム
とを備えた患者側システムを遠隔で操作するための遠隔操作装置であって、操作者が第１
マニピュレータを介して第１医療器具を遠隔で操作するための第１操作ハンドルと、操作
者が第２マニピュレータを介して第２医療器具を操作するための第２操作ハンドルと、下
方向に押すことにより操作され、第１医療器具に関する機能を実行するための第１および
第２ペダルと、第２医療器具に関する機能を実行するための第３および第４ペダルと、を
含む複数のペダル、および、複数のペダルが配置される基台部を含む操作ペダル部と、を
備え、複数のペダルは、それぞれが平面視において互いに重ならない位置に配置され、第
１ペダルに隣接して第２ペダルが配置され、第２ペダルに隣接して第３ペダルが配置され
、第３ペダルに隣接して第４ペダルが配置され、第１および第３ペダルの上端の高さ位置
が第１高さ位置であり、第２および第４ペダルの上端の高さ位置が第１高さ位置より高い
第２高さ位置であり、第１および第３ペダルは、平面視における各ペダルの長手方向にお
いて、第２および第４ペダルよりも大きい長さを有している。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、入力する操作の種類の数を確保しながらペダルの操作性を向上させる
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態による遠隔操作装置の概略を示した図である。
【図２】第１実施形態による遠隔操作装置にスコープ型表示部を取り付けた状態の図であ
る。
【図３】第１実施形態による遠隔操作装置の制御的な構成を示したブロック図である。
【図４】第１実施形態による遠隔操作装置の操作ペダル部を示した平面図である。
【図５】第１実施形態による遠隔操作装置の操作ペダル部を示した正面図である。
【図６】第１実施形態による遠隔操作装置の操作ペダル部の割り当ての例を説明するため
の図である。
【図７】第１実施形態による遠隔操作装置の第１形態の状態を示した側面図である。
【図８】第１実施形態による遠隔操作装置の第２形態の状態を示した側面図である。
【図９】第１実施形態による遠隔操作装置の操作者のモデルを示した図である。
【図１０】第１実施形態による遠隔操作装置に非スコープ型表示部を取り付けた状態の図
である。
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【図１１】第１実施形態による遠隔操作装置のロック機構およびロック解除機構の第１例
を説明するための概略図である。
【図１２】第１実施形態による遠隔操作装置のロック機構およびロック解除機構の第２例
を説明するための概略図である。
【図１３】第１実施形態による遠隔操作装置のロック機構およびロック解除機構の第３例
を説明するための概略図である。
【図１４】第２実施形態による遠隔操作装置を示した図である。
【図１５】第３実施形態による遠隔操作装置を示した図である。
【図１６】第１～第３実施形態の変形例による遠隔操作装置を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１１】
［第１実施形態］
（遠隔操作装置の構成）
　図１～図１３を参照して、第１実施形態による遠隔操作装置１００の構成について説明
する。
【００１２】
　図１に示すように、遠隔操作装置１００は、患者側システム２００に設けられた医療器
具（ｍｅｄｉｃａｌ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）を遠隔操作するために設けられている。患者
側システム２００によって実行されるべき動作態様指令が術者（ｓｕｒｇｅｏｎ）である
操作者Ｏにより遠隔操作装置１００に入力されると、遠隔操作装置１００は、動作態様指
令をコントローラ２０６を介して患者側システム２００に送信する。そして、患者側シス
テム２００は、遠隔操作装置１００から送信された動作態様指令に応答して、手術マニピ
ュレータ２０１に把持された手術器具（ｓｕｒｇｉｃａｌ　ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ）、内
視鏡等の医療器具を操作する。これにより、低侵襲手術が行われる。手術支援システムは
、遠隔操作装置１００と、手術マニピュレータ２０１を有する患者側システム２００とを
備えている。
【００１３】
　患者側システム２００は、患者Ｐに対して手術を行うインターフェースを構成する。患
者側システム２００は、患者Ｐが横たわる手術台３００の傍らに配置される。患者側シス
テム２００は、複数の手術マニピュレータ２０１を有し、このうち１つの手術マニピュレ
ータ２０１が内視鏡２０１ｂを把持し、その他の手術マニピュレータ２０１が手術器具（
インストゥルメント２０１ａ）を把持する。手術器具（インストゥルメント２０１ａ）を
把持する手術マニピュレータ２０１がインストゥルメントアーム２０１Ａとして機能し、
内視鏡２０１ｂを把持する手術マニピュレータ２０１がカメラアーム２０１Ｂとして機能
する。各インストゥルメントアーム２０１Ａおよびカメラアーム２０１Ｂは、プラットホ
ーム２０３に共通に支持されている。複数の手術マニピュレータ２０１は複数の関節を有
し、それぞれの関節には、サーボモータを含む駆動部と、エンコーダ等の位置検出器とが
設けられている。手術マニピュレータ２０１は、コントローラ２０６を介して与えられた
駆動信号により手術マニピュレータ２０１に取り付けられた医療器具が所望の動作を行う
ように制御されるように構成されている。
【００１４】
　プラットホーム２０３は、手術室の床の上に載置されたポジショナ２０２に支持されて
いる。ポジショナ２０２は、鉛直方向に調整可能な昇降軸を有する柱部２０４が、車輪を
備え床面を移動可能なベース２０５に連結されている。
【００１５】
　インストゥルメントアーム２０１Ａは、先端部において、医療器具としてのインストゥ
ルメント２０１ａを着脱可能に保持している。インストゥルメント２０１ａは、インスト
ゥルメントアーム２０１Ａに取り付けられるハウジングと細長形状のシャフトの先端部に
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設けられたエンドエフェクタを備えている。エンドエフェクタとして、例えば、把持鉗子
、シザーズ、フック、高周波ナイフ、スネアワイヤ、クランプ、ステイプラーが挙げられ
るがこれに限られるものではなく、各種の処置具を適用することができる。患者側システ
ム２００を用いた手術において、インストゥルメントアーム２０１Ａは、患者Ｐの体表に
留置したカニューラ（トロカー）を介して患者Ｐの体内に導入され、インストゥルメント
２０１ａのエンドエフェクタが手術部位の近傍に配置される。
【００１６】
　カメラアーム２０１Ｂには、先端部に医療器具としての内視鏡２０１ｂ（図３参照）が
着脱可能に取り付けられる。内視鏡２０１ｂは、患者Ｐの体腔内を撮影するものであり、
撮影した画像は、遠隔操作装置１００に対して出力される。内視鏡２０１ｂとして、３次
元画像を撮影することができる３Ｄ内視鏡若しくは２Ｄ内視鏡が用いられる。患者側シス
テム２００を用いた手術において、カメラアーム２０１Ｂは、患者Ｐに体表に留置したト
ロカーを介して患者Ｐの体内に導入され、内視鏡２０１ｂが手術部位の近傍に配置される
。なお、内視鏡２０１ｂは、特許請求の範囲の「撮像部」の一例である。
【００１７】
　遠隔操作装置１００は、操作者Ｏとのインターフェースを構成する。遠隔操作装置１０
０は、手術マニピュレータ２０１が把持する医療器具を操作者Ｏが操作するための装置で
ある。すなわち、遠隔操作装置１００は、操作者Ｏによって入力されたインストゥルメン
ト２０１ａおよび内視鏡２０１ｂによって実行されるべき動作態様指令をコントローラ２
０６を介して患者側システム２００へ送信可能に構成されている。遠隔操作装置１００は
、たとえば、マスタの操作をしながらも患者Ｐの様子がよく見えるように手術台３００の
傍らに設置される。なお、遠隔操作装置１００は、例えば動作態様指令を無線で送信する
ようにし、手術台３００が設置された手術室とは別室に設置することも可能である。
【００１８】
　インストゥルメント２０１ａによって実行されるべき動作態様とは、インストゥルメン
ト２０１ａの動作（一連の位置及び姿勢）及びインストゥルメント２０１ａ個別の機能に
よって実現される動作の態様である。たとえば、インストゥルメント２０１ａが把持鉗子
である場合には、インストゥルメント２０１ａによって実行されるべき動作態様とは、エ
ンドエフェクタの手首のロール回転位置及びピッチ回転位置と、ジョーの開閉を行う動作
である。また、インストゥルメント２０１ａが高周波ナイフである場合には、インストゥ
ルメント２０１ａによって実行されるべき動作態様とは、高周波ナイフの振動動作、具体
的には高周波ナイフに対する電流の供給であり得る。また、インストゥルメント２０１ａ
がスネアワイヤである場合には、インストゥルメント２０１ａによって実行されるべき動
作態様とは、束縛動作および束縛状態の解放動作であり得る。また、バイポーラやモノポ
ーラに電流を供給することによって手術対象部位を焼き切る動作であり得る。
【００１９】
　内視鏡２０１ｂによって実行されるべき動作態様とは、たとえば、内視鏡２０１ｂ先端
の位置及び姿勢、又はズーム倍率の設定である。
【００２０】
　遠隔操作装置１００には、図１に示すように、カバー１０１が設けられている。カバー
１０１は、遠隔操作装置１００の左右方向（Ｘ方向）の側面、背面（Ｙ２方向）側の側面
、および上面（Ｚ１方向側の面）を覆うように設けられている。なお、図２以降は、便宜
的にカバー１０１を外した状態の遠隔操作装置１００を示す。
【００２１】
　遠隔操作装置１００は、図２および図３に示すように、操作ハンドル１と、操作ペダル
部２と、表示部３を支持する表示部支持アーム４と、操作者Ｏの腕を支えるアームレスト
５と、制御装置６と、基台７とを備えている。また、遠隔操作装置１００は、姿勢操作部
８と、操作ハンドル１およびアームレスト５を支持する支持機構９とを備えている。
【００２２】
　操作ハンドル１は、手術マニピュレータ２０１が把持する医療器具を遠隔で操作するた
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めに設けられている。具体的には、操作ハンドル１は、医療器具（インストゥルメント２
０１ａ、内視鏡２０１ｂ）を操作するための操作者Ｏによる操作を受け付ける。操作ハン
ドル１は、Ｘ方向に沿って一対設けられている。つまり、一対の操作ハンドル１のうちＸ
２方向側（右側）の操作ハンドル１は、操作者Ｏの右手により操作され、一対の操作ハン
ドル１のうちＸ１方向側（左側）の操作ハンドル１は、操作者Ｏの左手により操作される
。
【００２３】
　また、操作ハンドル１は、支持機構９の支持部９１に取り付けられている。また、操作
ハンドル１は、遠隔操作装置１００の後方（Ｙ２方向）側から、前方（Ｙ１方向）側に向
かって延びるように配置されている。支持部９１と操作ハンドル１との間には複数の関節
が設けられ、操作ハンドル１は支持部９１に対して所定の３次元の操作領域Ａ（図７およ
び図８参照）内で動かすことができるように構成されている。すなわち、操作ハンドル１
は、支持部９１に対して、上下方向（Ｚ方向）、左右方向（Ｘ方向）、および前後方向（
Ｙ方向）に動かすことができるように構成されている。支持部９１と操作ハンドル１との
間の各関節には、各関節の位置関係を検出する図示しない位置検出部が設けられている。
この位置検出部は、例えばエンコーダ、レゾルバ、若しくはポテンショメータなどであり
、支持部９１に対する操作ハンドル１の位置を検出する。
【００２４】
　遠隔操作装置１００と患者側システム２００とは、インストゥルメントアーム２０１Ａ
およびカメラアーム２０１Ｂの動作の制御においては、マスタスレーブ型のシステムを構
成する。すなわち、操作ハンドル１は、マスタスレーブ型のシステムにおけるマスタ側の
操作部を構成し、医療器具を把持するインストゥルメントアーム２０１Ａおよびカメラア
ーム２０１Ｂはスレーブ側の動作部を構成する。そして、操作ハンドル１を操作者Ｏが操
作すると、操作ハンドル１の動きをインストゥルメントアーム２０１Ａの先端部（インス
トゥルメント２０１ａのエンドエフェクタ）またはカメラアーム２０１Ｂの先端部（内視
鏡２０１ｂ）がトレースして移動するようにインストゥルメントアーム２０１Ａまたはカ
メラアーム２０１Ｂの動作が制御される。
【００２５】
　また、患者側システム２００は、設定された動作倍率に応じてインストゥルメントアー
ム２０１Ａの動作を制御するよう構成されている。たとえば、動作倍率が１／２倍に設定
されている場合、インストゥルメント２０１ａのエンドエフェクタは、操作ハンドル１の
移動距離の１／２の移動距離を移動するよう制御される。これによって、精細な手術を精
確に行うことができる。操作ハンドル１は、基台７に取り付けられ、操作者Ｏに向かって
Ｙ方向に延びるように形成されている。
【００２６】
　操作ペダル部２は、図４および図５に示すように、医療器具に関する機能を実行するた
めの複数のペダル２０を含んでいる。また、複数のペダル２０は、基台部２ａに配置され
ている。ペダル２０は、凝固ペダル２１と、切断ペダル２２と、カメラペダル２３と、ク
ラッチペダル２４と、側方ペダル２５とを含んでいる。凝固ペダル２１と、切断ペダル２
２と、カメラペダル２３と、クラッチペダル２４とは、下方向に押すことにより操作され
る。側方ペダル２５は、水平方向に押すことにより操作される。ペダル２０は、たとえば
、１０ｍｍ程度押された場合に、操作を受け付ける。また、ペダル２０の押し込み力は、
規格に準じて、できるだけ軽い力で操作が可能なように設定される。
【００２７】
　凝固ペダル２１は、手術器具を用いて手術部位を凝固させる操作を行うことができる。
具体的には、凝固ペダル２１は、操作されることにより、インストゥルメント２０１ａに
凝固用の電圧が印加されて、手術部位の凝固が行われる。凝固ペダル２１は、凝固ペダル
２１ａと凝固ペダル２１ｂとを含んでいる。凝固ペダル２１ａは、凝固ペダル２１ｂより
も左側（Ｘ１方向側）に配置されている。凝固ペダル２１ａは、たとえば、左の操作ハン
ドル１により操作されるインストゥルメントアーム２０１Ａのインストゥルメント２０１
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ａに関連付けて用いられる。また、凝固ペダル２１ｂは、たとえば、右の操作ハンドル１
により操作されるインストゥルメントアーム２０１Ａのインストゥルメント２０１ａに関
連付けて用いられる。
【００２８】
　切断ペダル２２は、手術器具を用いて手術部位を切断させる操作を行うことができる。
具体的には、切断ペダル２２は、操作されることにより、インストゥルメント２０１ａに
切断用の電圧が印加されて、手術部位の切断が行われる。切断ペダル２２は、切断ペダル
２２ａと切断ペダル２２ｂとを含んでいる。切断ペダル２２ａは、切断ペダル２２ｂより
も左側（Ｘ１方向側）に配置されている。切断ペダル２２ａは、たとえば、左の操作ハン
ドル１により操作されるインストゥルメントアーム２０１Ａのインストゥルメント２０１
ａに関連付けて用いられる。また、切断ペダル２２ｂは、たとえば、右の操作ハンドル１
により操作されるインストゥルメントアーム２０１Ａのインストゥルメント２０１ａに関
連付けて用いられる。
【００２９】
　カメラペダル２３は、体腔内を撮像する内視鏡２０１ｂの位置及び姿勢を操作するため
に用いられる。具体的には、カメラペダル２３は、内視鏡２０１ｂの操作ハンドル１によ
る操作を有効にする。つまり、カメラペダル２３が押されている間は、操作ハンドル１に
より内視鏡２０１ｂの位置および姿勢を操作することが可能である。たとえば、内視鏡２
０１ｂは、左右の操作ハンドル１の両方を用いることにより操作される。具体的には、左
右の操作ハンドル１の中間点を中心に左右の操作ハンドル１を回動させることにより、内
視鏡２０１ｂが回動される。また、左右の操作ハンドル１を共に押し込むことにより、内
視鏡２０１ｂが奥に進む。また、左右の操作ハンドル１を共に引っ張ることにより、内視
鏡２０１ｂが手前に戻る。また、左右の操作ハンドル１を共に上下左右に移動させること
により、内視鏡２０１ｂが上下左右に移動する。
【００３０】
　クラッチペダル２４は、手術マニピュレータ２０１と、操作ハンドル１との操作接続を
一時切断し手術器具の動作を停止させる場合に用いられる。具体的には、クラッチペダル
２４が操作されている間は、操作ハンドル１を操作しても、患者側システム２００の手術
マニピュレータ２０１が動作しない。たとえば、操作により操作ハンドル１が移動可能な
範囲の端部近傍に来た場合に、クラッチペダル２４が操作されることにより、操作接続を
一時切断して、操作ハンドル１を中央位置付近に戻すことができる。そして、クラッチペ
ダル２４の操作を中止すると手術マニピュレータ２０１と操作ハンドル１とが再び接続さ
れ、中央付近で操作ハンドル１の操作を再開することができる。
【００３１】
　側方ペダル２５は、操作ハンドル１により操作されるインストゥルメントアーム２０１
Ａを切り替えるために用いられる。たとえば、手術マニピュレータ２０１は、４つ設けら
れており、カメラアーム２０１Ｂ以外のインストゥルメントアーム２０１Ａの３つを、側
方ペダル２５の操作により、左右の操作ハンドル１により操作されるインストゥルメント
アーム２０１Ａが切り替えられる。側方ペダル２５は、左方向（Ｘ１方向）に押されるこ
とにより操作される。たとえば、側方ペダル２５を操作することにより、右の操作ハンド
ル１により操作されるインストゥルメントアーム２０１Ａが切り替えられる。つまり、左
の操作ハンドル１により操作されるインストゥルメントアーム２０１Ａは変更せず、右の
操作ハンドル１により操作されるインストゥルメントアーム２０１Ａが切り替えられる。
【００３２】
　図４および図５に示すように、ペダル２０は、左側（Ｘ１側）から右側（Ｘ２側）に向
かって、側方ペダル２５、カメラペダル２３、クラッチペダル２４、切断ペダル２２ａ、
凝固ペダル２１ａ、切断ペダル２２ｂ、凝固ペダル２１ａの順に配置されている。
【００３３】
　つまり、凝固ペダル２１と、切断ペダル２２とは水平方向において交互に配置されてい
る。これにより、複数の凝固ペダル２１および複数の切断ペダル２２の各々を、左右の操
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作ハンドル１により操作されるインストゥルメント２０１ａの各々に対応付けて操作する
ことができる。また、複数の凝固ペダル２１および複数の切断ペダル２２は、中央に対し
て一方側（右側）に交互に連続して配置されている。
【００３４】
　図４に示したペダルの配置は、左右の操作ハンドル１それぞれに割り当てられた凝固ペ
ダル２１と切断ペダル２２の組を右足だけで操作するのに適しているが、凝固ペダル２１
ａと切断ペダル２２ａの組はカメラペダル２３及びクラッチペダル２４よりも左側（Ｘ１
側）に配置し、カメラペダル２３及びクラッチペダル２４を中央（凝固ペダル２１ａと切
断ペダル２２ａの組および凝固ペダル２１ｂと切断ペダル２２ｂの組との間）に配置する
ようにすれば、左の操作ハンドル１に割り当てられた凝固ペダル２１ａと切断ペダル２２
ａは左足で操作し、右の操作ハンドル１に割り当てられた凝固ペダル２１ｂと切断ペダル
２２ｂは右足で操作するのに適した配置となる。
【００３５】
　ここで、第１実施形態では、操作ペダル部２は、下方向に押すことにより操作される複
数のペダル２０が、平面位置において互いに重ならない位置に配置されるとともに、高さ
位置において互いに重なる位置に配置されている。これにより、複数のペダル２０の高さ
位置が上下の２段に構成されている場合と異なり、操作のために足を大きく上げ下げする
必要がない。すなわち、かかとをつけた状態でつま先で、凝固ペダル２１と切断ペダル２
２とを含む複数のペダル２０の操作を行うことができる。その結果、入力する操作の種類
の数を確保しながらペダル２０の操作性を向上させることができる。
【００３６】
　具体的には、凝固ペダル２１と、切断ペダル２２と、カメラペダル２３と、クラッチペ
ダル２４とが、平面位置において互いに重ならない位置に配置されるとともに、高さ位置
において互いに重なる位置に配置されている。
【００３７】
　側方ペダル２５についても、かかとをつけた状態で操作できるように配置するのが好ま
しく、下方操作される複数のペダルと平面位置において互いに重ならない位置に配置され
るとともに、高さ位置において互いに重なる位置に配置されていることが好ましい。
【００３８】
　また、下方操作される複数のペダルは、隣接するペダル２０の上端の高さ位置が、互い
に異なる。これにより、ペダル２０を目視により確認しなくても、ペダル２０の種類を判
別することができるので、表示部３を見ながら、ペダル２０を操作することができる。図
５に示すように、たとえば、切断ペダル２２と、カメラペダル２３とは、上端の高さ位置
が床面から距離ｈａ離れた位置に配置されている。また、凝固ペダル２１と、クラッチペ
ダル２４とは、上端の高さ位置が床面から距離ｈｂ離れた位置に配置されている。
【００３９】
　つまり、切断ペダル２２の上端の高さ位置が第１高さ位置であり、凝固ペダル２１の上
端の高さ位置が第１高さ位置とは異なる第２高さ位置である。これにより、切断ペダル２
２と凝固ペダル２１とを互いに間違って操作することを抑制することができる。なお、切
断ペダル２２の上端の高さ位置が第２高さ位置であり、凝固ペダル２１の上端の高さ位置
が第１高さ位置であってもよい。
【００４０】
　ここで、第１高さ位置の床面からの距離ｈａは、第２高さ位置の床面からの距離ｈｂの
１．５倍以上であることが好ましい。これにより、切断ペダル２２と凝固ペダル２１とを
視認しなくても容易に区別して操作することができる。また、第１高さ位置の床面からの
距離ｈａは、第２高さ位置の床面からの距離ｈｂの略２倍であることがより好ましい。こ
れにより、切断ペダル２２と凝固ペダル２１とをより容易に区別することができるととも
に、第１高さ位置が高くなり過ぎるのを抑制することができる。
【００４１】
　第１高さ位置の床面からの距離ｈａは、たとえば、約５０ｍｍである。また、第２高さ
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位置の床面からの距離ｈｂは、たとえば、約２５ｍｍである。これにより、操作者Ｏがか
かとをついた状態で、切断ペダル２２および凝固ペダル２１の各々を操作することができ
るので、操作者が足を大きく持ち上げる必要がない。なお、第１高さ位置の床面からの距
離ｈａは、約１０ｍｍ以上約２００ｍｍ以下の範囲であってもよい。また、第２高さ位置
の床面からの距離ｈｂは、約５ｍｍ以上約１００ｍｍ以下の範囲であってもよい。
【００４２】
　また、図５に示すように、操作ペダル部２は、複数のペダル２０の下端が略同一高さに
配置されている。
【００４３】
　側方ペダル２５については、上端位置と下端位置については任意でよいが、ペダルの接
触面積が大きい方が好ましいため、上端は高い位置がよく、下端は低い位置がよい。図５
に示す例では、側方ペダル２５の上端位置と下端位置をカメラペダル２３と同じにしてい
る。
【００４４】
　また、図４に示すように、たとえば、切断ペダル２２と、カメラペダル２３とは、平面
視において（Ｚ方向に見て）距離ｄ１だけ突出している。また、凝固ペダル２１と、クラ
ッチペダル２４とは、平面視において距離ｄ２だけ突出している。たとえば、距離ｄ２は
、距離ｄ１よりも大きい。これにより、ペダル２０の種類を容易に区別して操作すること
ができる。なお、平面視におけるペダル２０の各々の突出距離は、互いに異なっていても
よいし、互いに略同じであってもよい。この場合、ペダル２０の各々は、扇形形状に同じ
距離だけ突出していてもよい。
【００４５】
　また、凝固ペダル２１およびクラッチペダル２４は、平面視において、切断ペダル２２
およびカメラペダル２３よりも広い幅を有している。これによっても、ペダル２０の種類
を容易に区別して操作することができる。つまり、形状が互いに異なるペダル２０が、水
平方向において交互に配置されている。
【００４６】
　また、第１実施形態では、図４に示すように、操作ペダル部２は、平面視において（Ｚ
方向に見て）複数のペダル２０が扇形状に配置されている。具体的には、操作ペダル部２
は、平面視において、中央に対して一方側に複数のペダル２０が扇形状に配置されている
とともに、中央に対して他方側に複数のペダル２０が扇形状に配置されている。これによ
り、操作者Ｏを中心として複数のペダル２０を扇形状に配置することにより、操作者Ｏは
かかとをつけた状態でつま先を回転させることにより、複数のペダル２０の操作を行うこ
とができる。その結果、入力する操作の種類の数を確保しながらペダル２０の操作性を向
上させることができる。
【００４７】
　たとえば、図４に示すように、カメラペダル２３と、クラッチペダル２４とは、中央に
対して左側（Ｘ１方向側）に設けられている。カメラペダル２３は、手前側（Ｙ１方向側
）に向かって、右側（Ｘ２方向側）に傾いて延びるように配置されている。クラッチペダ
ル２４は、略前後方向（Ｙ方向）に延びるように配置されている。これにより、カメラペ
ダル２３と、クラッチペダル２４とを操作者Ｏが左足により容易に操作することができる
。
【００４８】
　凝固ペダル２１（２１ａおよび２１ｂ）と、切断ペダル２２（２２ａおよび２２ｂ）と
は、中央に対して右側（Ｘ２方向側）に設けられている。また、切断ペダル２２ａは、手
前側（Ｙ１方向側）に向かって、右側（Ｘ２方向側）に傾いて延びるように配置されてい
る。凝固ペダル２１ａは、略前後方向（Ｙ方向）に延びるように配置されている。切断ペ
ダル２２ｂは、手前側（Ｙ１方向側）に向かって、左側（Ｘ１方向側）に傾いて延びるよ
うに配置されている。凝固ペダル２１ｂは、手前側（Ｙ１方向側）に向かって、左側（Ｘ
１方向側）にさらに傾いて延びるように配置されている。これにより、凝固ペダル２１（
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２１ａおよび２１ｂ）と、切断ペダル２２（２２ａおよび２２ｂ）とを操作者Ｏが右足に
より容易に操作することができる。
【００４９】
　複数のペダル２０が配置された基台部２ａは、水平方向に移動可能である。具体的には
、基台部２ａは、前後方向（Ｙ方向）に移動可能である。これにより、操作者Ｏの操作姿
勢、体格、または好みに合わせてペダル２０の位置を調整することができる。
【００５０】
　図６を用いて、操作ペダル部２の凝固ペダル２１（２１ａおよび２１ｂ）と、切断ペダ
ル２２（２２ａおよび２２ｂ）との割り当ての例について説明する。凝固ペダル２１ａと
切断ペダル２２ａとは、１組で用いられ、凝固ペダル２１ｂと切断ペダル２２ｂとは、１
組で用いられる。ここで、１つの鉗子（たとえば、グラスパ）により、手術部位を切断す
ることも凝固させることも可能である。１つの鉗子で切断及び凝固を行う場合、切断には
高い電圧が印加され、凝固には切断の場合よりも低い電圧がかけられる。つまり、凝固ペ
ダル２１ａ（２１ｂ）と切断ペダル２２ａ（２２ｂ）とを選択して使用することにより、
手術部位の凝固および切断を行うことができる。また、グラスパなどで切断・凝固を行う
ことができるとしても、凝固用のシーリングデバイスを専用または併用で使用することが
ある。シーリングデバイスでは凝固が完了すると自動で電力提供が終了するなどの追加機
能を有していることが多いためである。
【００５１】
　図６に示す例では、４つの手術マニピュレータ２０１に対して、インストゥルメント２
０１ａとしての、バイポーラの鉗子Ｆ１と、モノポーラの鉗子Ｆ２と、シーリングデバイ
スＦ３と、内視鏡２０１ｂが取付けられる。４つの手術マニピュレータ２０１の位置関係
は、各マニピュレータに設けられた位置検出器により認識される。各マニピュレータの左
右の位置関係は、プラットホーム２０３からみた位置で認識する。図６（Ａ）では、内視
鏡２０１ｂが取り付けられたカメラアーム２０１Ｂから見て、左側にモノポーラの鉗子Ｆ
２、カメラアーム２０１Ｂからみて右側に左から順に、バイポーラの鉗子Ｆ１、シーリン
グデバイスＦ３が配置されている。凝固ペダル２１（２１ａおよび２１ｂ）と、切断ペダ
ル２２（２２ａおよび２２ｂ）との割り当てとして、まず、インストゥルメント２０１ａ
が取り付けられているインストゥルメントアーム２０１Ａのうち一番左にあるインストゥ
ルメントアーム２０１Ａが左側用フットペダル（凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル２２
ａ）に割り当てられ、ひとつ右にあるインストゥルメントアーム２０１Ａが右側用フット
ペダル（凝固ペダル２１ｂおよび切断ペダル２２ｂ）に割り当てられる。つまり、図６（
Ａ）では、左側用フットペダル（凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル２２ａ）に、モノポ
ーラの鉗子Ｆ２が割り当てられる。また、右側用フットペダル（凝固ペダル２１ｂおよび
切断ペダル２２ｂ）に、バイポーラの鉗子Ｆ１が割り当てられる。なお、インストゥルメ
ント２０１ａが２つだけ取り付けられている場合は、カメラアーム２０１Ｂから見て一番
左側のインストゥルメントアーム２０１Ａから順に、それぞれ、左側用フットペダルおよ
び右側用フットペダルに割り当てられる。インストゥルメント２０１ａが１つだけ取り付
けられている場合は、左側用フットペダルに割り当てられる。
【００５２】
　図６（Ｂ）では、助手（たとえば、看護師）により、バイポーラの鉗子Ｆ１と、モノポ
ーラの鉗子Ｆ２とが入れ替えられる。この場合、インストゥルメント２０１ａのインスト
ゥルメントアーム２０１Ａへの取り付けによりインストゥルメント２０１ａの種類が特定
される。たとえば、インターフェースのＩＣに器具の型番などの情報が記憶されていても
よい。そして、左側用フットペダル（凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル２２ａ）に、バ
イポーラの鉗子Ｆ１が割り当てられる。また、右側用フットペダル（凝固ペダル２１ｂお
よび切断ペダル２２ｂ）に、モノポーラの鉗子Ｆ２が割り当てられる。
【００５３】
　図６（Ｃ）では、助手（たとえば、看護師）により、モノポーラの鉗子Ｆ２と、シーリ
ングデバイスＦ３とが入れ替えられる。インストゥルメントアーム２０１Ａへの取り付け
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によりインストゥルメント２０１ａの種類が特定される。そして、左側用フットペダル（
凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル２２ａ）に、引き続き、バイポーラの鉗子Ｆ１が割り
当てられる。また、右側用フットペダル（凝固ペダル２１ｂおよび切断ペダル２２ｂ）に
、シーリングデバイスＦ３が割り当てられる。
【００５４】
　図６（Ｄ）では、側方ペダル２５により、右側にある２本のインストゥルメントアーム
２０１Ａのうちアクティベートするインストゥルメントアーム２０１Ａが切り替えられる
。つまり、操作ハンドル１により操作されるインストゥルメントアーム２０１Ａが切り替
えられる。これにより、左の操作ハンドル１により、バイポーラの鉗子Ｆ１が取り付けら
れたインストゥルメントアーム２０１Ａが操作され、右の操作ハンドル１により、モノポ
ーラの鉗子Ｆ２が取り付けられたインストゥルメントアーム２０１Ａが操作される。左側
用フットペダル（凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル２２ａ）に、引き続き、バイポーラ
の鉗子Ｆ１が割り当てられる。また、右側用フットペダル（凝固ペダル２１ｂおよび切断
ペダル２２ｂ）に、モノポーラの鉗子Ｆ２が割り当てられる。
【００５５】
　図６（Ｅ）では、側方ペダル２５により、右側にある２本のインストゥルメントアーム
２０１Ａのうちアクティベートするインストゥルメントアーム２０１Ａが切り替えられる
。つまり、操作ハンドル１により操作されるインストゥルメントアーム２０１Ａが切り替
えられる。これにより、左の操作ハンドル１により、バイポーラの鉗子Ｆ１が取り付けら
れたインストゥルメントアーム２０１Ａが操作され、右の操作ハンドル１により、シーリ
ングデバイスＦ３が取り付けられたインストゥルメントアーム２０１Ａが操作される。左
側用フットペダル（凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル２２ａ）に、引き続き、バイポー
ラの鉗子Ｆ１が割り当てられる。また、右側用フットペダル（凝固ペダル２１ｂおよび切
断ペダル２２ｂ）に、シーリングデバイスＦ３が割り当てられる。
【００５６】
　なお、主に強い把持力が必要なときに使用される、電気をかけない単純なグラスパを使
用することもあるが、電気がかけられないインストゥルメント２０１ａに対しては、凝固
ペダル２１（２１ａおよび２１ｂ）と、切断ペダル２２（２２ａおよび２２ｂ）とによる
操作は行われないので、凝固ペダル２１および切断ペダル２２は割り当てられない。すな
わち、凝固ペダル２１（２１ａおよび２１ｂ）と、切断ペダル２２（２２ａおよび２２ｂ
）の割当ての際には、電気がかけられないインストゥルメント２０１ａを把持するインス
トゥルメントアーム２０１Ａは無視するように設定しておけばよい。
【００５７】
　また、左側用フットペダル（凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル２２ａ）と、右側用フ
ットペダル（凝固ペダル２１ｂおよび切断ペダル２２ｂ）とは、他の方法（ルール）によ
り割り当ててもよい。たとえば、カメラアーム２０１Ｂの左右のインストゥルメントアー
ム２０１Ａそれぞれに必ずフットペダルが割り当てるようにしてもよい。たとえば、カメ
ラアーム２０１Ｂより左側にある１つのインストゥルメントアーム２０１Ａを左側用フッ
トペダル（凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル２２ａ）に割り当て、カメラアーム２０１
Ｂより右側にある２つのインストゥルメントアーム２０１Ａのうち左側にあるインストゥ
ルメントアーム２０１Ａを右側用フットペダル（凝固ペダル２１ｂおよび切断ペダル２２
ｂ）に割り当てるようにしてもよい。
【００５８】
　カメラアーム２０１Ｂの左側に２つのインストゥルメントアーム２０１Ａが存在するよ
うにインストゥルメント２０１ａおよび内視鏡２０１ｂを手術マニピュレータ２０１に取
り付けた場合には、カメラアーム２０１Ｂより左側にある２つのインストゥルメントアー
ム２０１Ａのうち左側にあるインストゥルメントアーム２０１Ａを左側用フットペダル（
凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル２２ａ）に割り当て、カメラアーム２０１Ｂより右側
にある１つのインストゥルメントアーム２０１Ａを右側用フットペダル（凝固ペダル２１
ｂおよび切断ペダル２２ｂ）に割り当てるようにしてもよい。この場合、カメラアーム２
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０１Ｂの左側に２つのインストゥルメントアーム２０１Ａが存在する一方カメラアーム２
０１Ｂより右側にはインストゥルメントアーム２０１Ａがひとつのみ存在することを検出
することにより、側方ペダル２５により切り替えられるインストゥルメントアーム２０１
Ａは、カメラアーム２０１Ｂの左側に存在する２つのインストゥルメントアーム２０１Ａ
であるように自動的に設定されるルールとしておくことが好ましい。
【００５９】
　カメラアーム２０１Ｂの左右の両方に複数のインストゥルメントアーム２０１Ａが存在
する場合は、一方側（例えば利き手が多い右側の手術マニピュレータ２０１）を側方ペダ
ル２５による切り替え対象に設定しておき、追加の操作子（例えば、アームレスト５に設
けられたタッチパネル（操作部５３））により側方ペダル２５による切り替え対象（カメ
ラアーム２０１Ｂの右側の複数のインストゥルメントアーム２０１Ａか、左側の複数のイ
ンストゥルメントアーム２０１Ａか）を変更できるようにしておくことが好ましい。若し
くは、凝固ペダル２１ｂのさらに右側に第２の側方ペダル（図示せず）を設け、カメラア
ーム２０１Ｂの左側の複数のインストゥルメントアーム２０１Ａは側方ペダル２５により
切り替え、カメラアーム２０１Ｂの右側の複数のインストゥルメントアーム２０１Ａは第
２の側方ペダルにより切り替えるようにしてもよい。
【００６０】
　さらに、上記ではカメラアーム２０１Ｂが複数の手術マニピュレータ２０１のうち内側
の何れかである例で説明したが、カメラアーム２０１Ｂが複数の手術マニピュレータ２０
１のうち端に位置することもある。この場合も、特定のルールに従って、例えば１番左の
インストゥルメントアーム２０１Ａに左側用フットペダル（凝固ペダル２１ａおよび切断
ペダル２２ａ）を割当て、左から２番目のインストゥルメントアーム２０１Ａに右側用フ
ットペダル（凝固ペダル２１ｂおよび切断ペダル２２ｂ）を割当て、左から２番目のイン
ストゥルメントアーム２０１Ａと左から３番目のインストゥルメントアーム２０１Ａを側
方ペダル２５による切り替え対象となるように設定されるが、上記と同様に、追加の操作
子により側方ペダル２５による切り替え対象を、例えば、１番左のインストゥルメントア
ーム２０１Ａと左から２番目のインストゥルメントアーム２０１Ａとするように変更でき
るようにしておくことが好ましい。
【００６１】
　また、カメラアーム２０１Ｂが複数の手術マニピュレータ２０１のうち内側の何れかで
あることを検出した場合には、カメラアーム２０１Ｂに近い位置にあるインストゥルメン
トアーム２０１Ａを優先的にフットペダルに割り当てるようなルールにしてもよい。たと
えば、図６（Ａ）では、カメラアーム２０１Ｂの左側に１つのインストゥルメントアーム
２０１Ａが存在し、カメラアーム２０１Ｂの右側に２つのインストゥルメントアーム２０
１Ａが存在している。カメラアーム２０１Ｂより左側にある１つのインストゥルメントア
ーム２０１Ａを左側用フットペダル（凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル２２ａ）に割り
当て、カメラアーム２０１Ｂより右側にある２つのインストゥルメントアーム２０１Ａの
うちカメラアーム２０１Ｂに近い位置にあるインストゥルメントアーム２０１Ａを右側用
フットペダル（凝固ペダル２１ｂおよび切断ペダル２２ｂ）に割り当てるようにしてもよ
い。なお、カメラアーム２０１Ｂの左側に２つのインストゥルメントアーム２０１Ａが存
在している場合は、カメラアーム２０１Ｂより左側にある２つのインストゥルメントアー
ム２０１Ａのうちカメラアーム２０１Ｂに近い方（右側）にあるインストゥルメントアー
ム２０１Ａを左側用フットペダル（凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル２２ａ）に割り当
て、カメラアーム２０１Ｂより右側にある１つのインストゥルメントアーム２０１Ａを右
側用フットペダル（凝固ペダル２１ｂおよび切断ペダル２２ｂ）に割り当てる。
【００６２】
　なお、上記ではプラットホーム２０３に取り付けられた手術マニピュレータ２０１に内
視鏡２０１ｂを取り付け、カメラアーム２０１Ｂの位置を認識して割当て規則が設定され
たが、カメラアーム２０１Ｂをプラットホーム２０３とは別に独立して設けた場合でも、
ワールド座標系により適宜カメラアーム２０１Ｂと複数のインストゥルメントアーム２０
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１Ａとの位置関係をキャリブレーションによって認識させることにより、上記規則を利用
することができる。この場合、各手術マニピュレータ２０１の左右関係については、どの
視点からみた場合であるかの基準をデフォルト又は操作者の設定で決定しておくことが必
要である。
【００６３】
　以上のように、左右の操作ハンドル１に操作される手術マニピュレータ２０１を規則に
より割り当てるようにしておけば、例えば左右の操作ハンドル１がどのマニピュレータを
操作しているのかを検出する等の複雑な検出手段を設けずに、複数のインストゥルメント
アーム２０１Ａに対する２組のフットペダルの割当てを、シンプルに行うことができる。
【００６４】
　なお、左右の操作ハンドル１と複数のインストゥルメントアーム２０１Ａに対する２組
のフットペダルとの割当ての関係を操作者Ｏが確実に把握できるようにするため、少なく
とも、以下に説明する、内視鏡２０１ｂからの映像を表示する表示部３には操作ハンドル
１とフットペダルとの割当ての関係を表示しておくことが好ましい。
【００６５】
　表示部３は、内視鏡２０１ｂが撮像した画像を表示することができるものである。表示
部３は、スコープ型表示部３ａまたは非スコープ型表示部３ｂからなる。スコープ型表示
部３ａとは、たとえば、覗き込むタイプの表示部である。また、非スコープ型表示部３ｂ
とは、通常のパーソナルコンピュータのディスプレイのような覗き込むタイプではない平
坦な画面を有する開放型の表示部を含む概念である。また、スコープ型表示部３ａおよび
非スコープ型表示部３ｂは、遠隔操作装置１００に選択的に取り付けることが可能に構成
されている。具体的には、スコープ型表示部３ａは、図２に示すように、ディスプレイ３
１ａと、把持部３２と、装着部３３とを含んでいる。また、非スコープ型表示部３ｂは、
図１０に示すように、ディスプレイ３１ｂと、把持部３２と、装着部３３とを含んでいる
。そして、スコープ型表示部３ａまたは非スコープ型表示部３ｂの装着部３３は、遠隔操
作装置１００の表示部支持アーム４の被装着部４１に取り付けられるように構成されてい
る。つまり、遠隔操作装置１００に取り付けられたスコープ型表示部３ａまたは非スコー
プ型表示部３ｂは、表示部支持アーム４により支持されるように構成されている。これに
より、没入型の遠隔操作装置および開放型の遠隔操作装置のいずれをも選択することがで
きるので、表示部３に関して汎用性のある遠隔操作装置１００を提供することができる。
【００６６】
　また、手術は通常数時間かかるため、没入型の遠隔操作装置によって長時間作業してい
ると術者が孤独感を感じることがある。しかし、術前または術中に遠隔操作装置を開放型
に切り替えることによってチームとして手術を行っている感覚を得やすい態様に変更する
ことができる。
【００６７】
　さらに、表示部に関して汎用性及び拡張性を有する遠隔操作装置であれば、表示部につ
いて故障や損傷が生じても表示部だけの修理で済み、装置全体の交換が不要であるという
利点を有する。また、高精細・高画質の表示部が開発されるたびに装置全体を置き換える
ことなく、表示部をアップグレードすることができるという利点も有する。そして、操作
者は、好みのメーカー・仕様（大きさ、形状、操作パネルなど）の表示部を選択すること
ができるという利点も有する。
【００６８】
　また、表示部３は、図３に示すように、端子３４を含んでいる。端子３４は、たとえば
、ＳＤＩ（シリアルデジタルインターフェース）端子や、アナログのコンポーネント端子
、ＨＤＭＩ（登録商標）（高精細度マルチメディアインターフェース）端子、ＵＳＢ（ユ
ニバーサルシリアルバス）端子などの映像を伝送可能な端子を含む。端子３４は、制御装
置６に接続されている。つまり、端子３４に接続線を接続することにより、表示部３に制
御装置６から画像情報が送信される。また、端子３４から接続線を外すことにより、表示
部３を遠隔操作装置１００から外すことが可能となる。
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【００６９】
　スコープ型表示部３ａが取り付けられた場合、患者側システム２００のカメラアーム２
０１Ｂに把持された内視鏡２０１ｂにより撮像された３Ｄ画像が表示される。非スコープ
型表示部３ｂが取り付けられた場合にも、患者側システム２００に設けられた内視鏡２０
１ｂにより撮像された３Ｄ画像が表示される。なお、非スコープ型表示部３ｂが取り付け
られた場合、患者側システム２００に設けられた内視鏡２０１ｂにより撮像された２Ｄ画
像が表示されてもよい。
【００７０】
　スコープ型表示部３ａは、操作者Ｏが覗き込むタイプのビューワである。また、スコー
プ型表示部３ａは、操作者Ｏの右目用の画像と、左目用の画像とをそれぞれ表示する。ス
コープ型表示部３ａは、たとえば、ステレオスコープである。つまり、ディスプレイ３１
ａは、左目用のディスプレイと、右目用のディスプレイを含んでいる。また、ディスプレ
イ３１ａを覗き込むことにより、左目には右目用のディスプレイが見えず、右目には左目
用のディスプレイが見えない。ディスプレイ３１ａは、液晶ディスプレイや有機ＥＬディ
スプレイなどにより構成されている。また、ディスプレイ３１ａに投影型のディスプレイ
を用いてもよい。
【００７１】
　非スコープ型表示部３ｂは、覗き込まなくても見ることが可能な開放型の表示部である
。また、非スコープ型表示部３ｂは、直視タイプの表示部である。つまり、非スコープ型
表示部３ｂのディスプレイ３１ｂは、平面または曲面を有する画面を有している。たとえ
ば、ディスプレイ３１ｂは、対角線が１０インチ～９０インチのディスプレイを用いるこ
とができるが、術野の十分な視認性を確保することと取り替え容易なことのバランスを考
えると、１５インチ～３５インチ程度が適当である。ディスプレイ３１ｂは、液晶ディス
プレイや有機ＥＬディスプレイなどにより構成されている。また、ディスプレイ３１ｂに
投影型のディスプレイを用いてもよい。なお、内視鏡２０１ｂが撮像した画像を操作者Ｏ
が立体的に視認するため、偏光グラスを用いる方式、アクティブシャッターグラスを用い
る方式等の公知の立体視の方式を適用してもよい。
【００７２】
　把持部３２は、表示部３の取り付け、取り外し、または、位置を移動させる際に把持さ
れる。把持部３２は、片手により把持可能である。たとえば、把持部３２は、取っ手状、
凹状、凸状などの形状を有している。把持部３２は、ディスプレイ３１ａ（３１ｂ）の視
認に邪魔にならないように、表示部３の側面または背面に設けられている。なお、把持部
３２は片手で把持可能であるが、複数設けられていてもよい。例えば、図２に示されるよ
うに表示部３の両サイドに把持部３２を設け、正面に座った操作者が右手でも左手でも把
持できるようにしていてもよい。
【００７３】
　装着部３３は、表示部支持アーム４の被装着部４１に取り付けられる。つまり、被装着
部４１は、スコープ型表示部３ａおよび非スコープ型表示部３ｂが選択的に着脱可能に取
り付けられる。たとえば、装着部３３は、図１１に示す第１例のように、係合部３３１を
含んでいる。また、被装着部４１は、ロック解除ボタン４１１と、係合部４１２とを含ん
でいる。図１１（Ａ）に示すように、固定状態では、装着部３３の係合部３３１と、被装
着部４１の係合部４１２とが係合し、表示部支持アーム４の被装着部４１に対して装着部
３３が固定される。これにより、表示部３が表示部支持アーム４に固定されて支持される
。つまり、係合部３３１と、係合部４１２とにより、表示部３（スコープ型表示部３ａま
たは非スコープ型表示部３ｂ）を固定するためのロック機構が構成される。
【００７４】
　図１１（Ｂ）に示すように、ロック解除ボタン４１１が下方に押下されると、係合部４
１２が移動して、係合部３３１と、係合部４１２との係合が解除される。これにより、被
装着部４１に対する装着部３３の固定状態（ロック状態）が解除される。つまり、ロック
解除ボタン４１１は、係合部３３１および係合部４１２により構成されるロック機構によ
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る固定状態を解除するロック解除機構として機能する。また、ロック解除機構は、鉛直方
向下側への力の作用によってロック機構による固定状態を解除するように構成される。こ
れにより、ロック解除機構によりロック機構による固定状態を容易に解除することができ
る。
【００７５】
　図１１（Ｃ）に示すように、ロック解除機構の鉛直方向下側への作用中に表示部３の把
持部３２を鉛直方向上側に作用させることにより、表示部３が遠隔操作装置１００から取
り外される。これにより、鉛直方向下側への解除操作と鉛直方向上側への操作部の持ち上
げという反対方向の力を作用させながら表示部３を取り外すため、安定的にまた安全に表
示部３を取り外すことができる。表示部３を表示部支持アーム４に対して上方向に離間さ
せて外すことができるので、下方に位置する操作ハンドル１に干渉することなく表示部３
を取り外すことができる。
【００７６】
　ロック機構およびロック解除機構は、他の構成でもよい。たとえば、図１２に示す第２
例のようにしてもよい。装着部３３は、図１２に示す第２例のように、係合部３３２を含
んでいる。また、被装着部４１は、係合部４１３を含んでいる。図１２（Ａ）に示すよう
に、固定状態では、装着部３３の係合部３３２と、被装着部４１の係合部４１３とが係合
し、表示部支持アーム４の被装着部４１に対して装着部３３が固定される。具体的には、
係合部３３２が係合部４１３を挟み込んで把持して係合する。これにより、表示部３が表
示部支持アーム４に固定されて支持される。つまり、係合部３３２と、係合部４１３とに
より、表示部３（スコープ型表示部３ａまたは非スコープ型表示部３ｂ）を固定するため
のロック機構が構成される。
【００７７】
　図１２（Ｂ）に示すように、係合部３３２を両側から押圧すると、係合部３３２による
挟み込みが解除され、係合部３３２と、係合部４１３との係合が解除されるこれにより、
被装着部４１に対する装着部３３の固定状態（ロック状態）が解除される。図１２（Ｃ）
に示すように、固定状態が解除されている際に表示部３の把持部３２を鉛直方向上側に作
用させることにより、表示部３が遠隔操作装置１００から取り外される。
【００７８】
　ロック機構およびロック解除機構は、さらに他の構成でもよい。たとえば、図１３に示
す第３例のようにしてもよい。装着部３３は、図１３に示す第３例のように、切欠き３３
３を含んでいる。また、被装着部４１は、ロック解除ボタン４１４と、嵌合部４１５と、
係合部４１６とを含んでいる。図１３（Ａ）に示すように、ロック解除ボタン４１４はバ
ネなどにより鉛直方向上方に付勢され、係合部４１６は水平方向において嵌合部４１５か
ら遠ざかる方向に付勢され、ロック解除ボタン４１４の鉛直方向の動作と係合部４１６の
水平方向の動作とは、ギアなどにより連動して動く機構となっている。
【００７９】
　固定状態では、装着部３３の切欠き３３３と、被装着部４１の係合部４１６とが係合し
、表示部支持アーム４の被装着部４１に対して装着部３３が固定される。これにより、表
示部３が表示部支持アーム４に固定されて支持される。つまり、切欠き３３３と、係合部
４１６とにより、表示部３（スコープ型表示部３ａまたは非スコープ型表示部３ｂ）を固
定するためのロック機構が構成される。
【００８０】
　図１３（Ｂ）に示すように、ロック解除ボタン４１４が下方に押下されると、嵌合部４
１５が下方に移動する。これに連動して係合部４１６が嵌合部４１５に近づく方向に移動
し、係合部４１６が嵌合部４１５に嵌まり込む。これにより、切欠き３３３と、係合部４
１６との係合が解除される。その結果、被装着部４１に対する装着部３３の固定状態（ロ
ック状態）が解除される。つまり、ロック解除ボタン４１４は、切欠き３３３および係合
部４１６により構成されるロック機構による固定状態を解除するロック解除機構として機
能する。また、ロック解除機構は、鉛直方向下側への力の作用によってロック機構による



(17) JP 6599402 B2 2019.10.30

10

20

30

40

50

固定状態を解除するように構成される。
【００８１】
　図１３（Ｃ）に示すように、固定状態が解除されている際に表示部３の把持部３２を鉛
直方向上側に作用させることにより、表示部３が遠隔操作装置１００から取り外される。
【００８２】
　なお、係合部４１６は下側寸法が上側寸法より大きい傾斜面を有しているため、装着部
３３を被装着部４１に対して鉛直方向下側へ押し込んだ場合、装着部３３が係合部４１６
の傾斜面に当接して係合部４１６を水平方向の嵌合部４１５側へ押し込み、所定位置まで
移動すると係合部４１６が切欠き３３３に嵌合してロックされる固定状態となる。
【００８３】
　表示部支持アーム４は、図２に示すように、表示部３を支持するように構成されている
。表示部支持アーム４は、被装着部４１と、アーム部４２および４３とを含んでいる。表
示部支持アーム４は、一方端に被装着部４１が設けられ、他方端が柱４４に支持されてい
る。柱４４は、支持機構９の支持部９１に固定されている。つまり、表示部３は、支持部
９１により支持されている。表示部支持アーム４は、鉛直方向の回動軸線Ａ１、Ａ２およ
びＡ３を中心に回動可能に被装着部４１を支持している。つまり、被装着部４１は、鉛直
方向の回動軸を有する支持部材に３の自由度により角度調整可能に支持されている。具体
的には、アーム部４３は、回動軸線Ａ１を中心に柱４４に対して水平方向に回動可能に支
持されている。アーム部４２は、回動軸線Ａ２を中心にアーム部４３に対して水平方向に
回動可能に支持されている。被装着部４１は、回動軸線Ａ３を中心にアーム部４２に対し
て水平方向に回動可能に支持されている。これにより、被装着部４１に装着された表示部
３を水平方向に移動させることができるので、操作者Ｏの所望の位置に表示部３を配置す
ることができる。
【００８４】
　また、遠隔操作装置１００にスコープ型表示部３ａを取り付けた場合、図２に示すよう
に、スコープ型表示部３ａは、回動軸線Ａ３と略直交する水平方向の回動軸線Ｂ１に対し
てチルト回動するように構成されている。また、遠隔操作装置１００に非スコープ型表示
部３ｂを取り付けた場合、図１０に示すように、非スコープ型表示部３ｂは、回動軸線Ａ
３と略直交する水平方向の回動軸線Ｂ２に対してチルト回動するように構成されている。
これにより、被装着部４１に装着された表示部３の仰角および俯角を調整することができ
る。なお、表示部支持アーム４は、操作者Ｏまたは他の者により手動により姿勢を変更さ
せてもよいし、モータ、エンコーダおよびブレーキを含む駆動部を設けて動作制御させて
姿勢を変更させてもよい。
【００８５】
　アームレスト５は、操作者Ｏの腕を支えるように構成されている。アームレスト５は、
腕支持部５１と、一対の接続部５２と、操作部５３とを含んでいる。腕支持部５１は、操
作ハンドル１の手前側（Ｙ１方向側）に配置され、操作者Ｏの腕を支持するように構成さ
れている。これにより、操作者Ｏの腕を安定させることができるので、操作者Ｏによる操
作ハンドル１の操作を安定して行うことができる。つまり、エンドエフェクタを細かく動
作させる場合でも、操作者Ｏがアームレスト５に肘等をもたれかけさせて安定させながら
操作を行うことができる。また、手術が長時間におよぶ場合でも、操作者Ｏの負担を軽減
することができる。腕支持部５１は、Ｘ方向に延びるように形成されている。接続部５２
は、一対設けられている。一対の接続部５２は、Ｘ方向において腕支持部５１を挟み込む
ように腕支持部５１の両端に各々設けられている。接続部５２は、腕支持部５１を支持す
るように構成されている。また、接続部５２は、Ｙ方向に延びるように形成されている。
つまり、接続部５２は、Ｙ１方向の端部が腕支持部５１に接続されている。また、接続部
５２は、Ｙ２方向の端部が支持機構９の支持部９１に接続されている。つまり、アームレ
スト５は、支持機構９により支持されている。また、接続部５２は、奥側（Ｙ２方向側）
から手前側（Ｙ１方向側）に沿って上方に延びるように形成されている。これにより、接
続部５２の基台７に接続する側の上下方向の位置を低くすることができるので、アームレ
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スト５を安定させることができる。操作部５３は、遠隔操作装置１００の設定を操作する
ことが可能である。たとえば、操作部５３により、遠隔操作装置１００の姿勢を操作する
ことが可能である。この場合、操作部５３は、姿勢操作部８として機能する。
【００８６】
　図３に示すように、制御装置６は、例えば、ＣＰＵ等の演算器を有する制御部６１と、
ＲＯＭおよびＲＡＭ等のメモリを有する記憶部６２と、画像制御部６３とを含んでいる。
制御装置６は、集中制御する単独の制御装置により構成されていてもよく、互いに協働し
て分散制御する複数の制御装置により構成されてもよい。制御部６１は、操作ハンドル１
により入力された動作態様指令を、操作ペダル部２の切替状態に応じて、インストゥルメ
ントアーム２０１Ａによって実行されるべき動作態様指令であるか、または、内視鏡２０
１ｂによって実行されるべき動作態様指令であるかを判定する。そして、制御部６１は、
操作ハンドル１に入力された動作態様指令がインストゥルメント２０１ａによって実行さ
れるべき動作態様指令であると判断すると、動作態様指令をインストゥルメントアーム２
０１Ａに対して送信する。これによって、インストゥルメントアーム２０１Ａが駆動され
、この駆動によってインストゥルメントアーム２０１Ａに取り付けられたインストゥルメ
ント２０１ａの動作が制御される。
【００８７】
　また、制御部６１は、操作ハンドル１に入力された動作態様指令が内視鏡２０１ｂによ
って実行されるべき動作態様指令であると判定すると、当該動作態様指令をカメラアーム
２０１Ｂに対して送信する。これによって、カメラアーム２０１Ｂが駆動され、この駆動
によってカメラアーム２０１Ｂに取り付けられた内視鏡２０１ｂの動作が制御される。
【００８８】
　記憶部６２には例えばインストゥルメント２０１ａの種類に応じた制御プログラムが記
憶されていて、取り付けられたインストゥルメント２０１ａの種類に応じて制御部６１が
これらの制御プログラムを読み出すことにより、遠隔操作装置１００の操作ハンドル１及
び／又は操作ペダル部２の動作指令が個別のインストゥルメント２０１ａに適合した動作
をさせることができる。
【００８９】
　画像制御部６３は、内視鏡２０１ｂが取得した画像を表示部３の端子３４に伝送する。
画像制御部６３は、必要に応じて画像の加工修正処理を行う。
【００９０】
　遠隔操作装置１００は、図７および図８に示すように、操作ハンドル１の位置を上下方
向に移動可能に構成されている。具体的には、姿勢操作部８により、操作ハンドル１の位
置を上下方向に移動させる操作を受け付ける。そして、姿勢操作部８により受け付けた操
作に基づいて、支持機構９により、操作ハンドル１を上下方向に移動させる。
【００９１】
　支持機構９は、支持部９１と、駆動部９２とを含んでいる。支持部９１は、操作ハンド
ル１、アームレスト５を支持している。また、支持部９１は、表示部支持アーム４を介し
て表示部３を支持している。駆動部９２は、支持部９１を上下方向に移動させるように構
成されている。具体的には、駆動部９２は、たとえば、モータと、エンコーダとを含み、
制御部６１の制御により支持部９１を上下方向に移動させる。なお、支持機構９は、操作
者Ｏまたは他の者により手動により姿勢を変更させてもよい。また、支持機構９の駆動部
９２は、空気圧や油圧により駆動してもよい。また、アームレスト５は、支持機構９に対
して回動して位置が調整されてもよい。たとえば、アームレスト５は、Ｘ方向に沿った回
動軸線を中心に回動してもよい。
【００９２】
　支持機構９は、たとえば、遠隔操作装置１００が設置される床面から８５ｃｍ以上の高
さ位置Ｈ１に、操作領域Ａの中立位置Ａ０に位置する操作ハンドル１を位置させて、操作
ハンドル１を保持する第１形態（図７参照）と、高さ位置Ｈ１から４８ｃｍ以上下方の高
さ位置Ｈ２に、操作領域Ａの中立位置Ａ０に位置する操作ハンドル１を位置させて、操作
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ハンドル１を保持する第２形態（図８参照）との間で遷移可能に構成されている。これに
より、床面から８５ｃｍ以上の高さ位置Ｈ１に、操作領域Ａの中立位置Ａ０に位置する操
作ハンドル１を位置させることにより、操作者Ｏが立った状態で操作ハンドル１を操作す
ることができる。また、高さ位置Ｈ１から４８ｃｍ以上下方の高さ位置Ｈ２に、操作領域
Ａの中立位置Ａ０に位置する操作ハンドル１を位置させることにより、操作者Ｏが座った
状態で操作ハンドル１を操作することができる。これにより、遠隔操作装置１００を操作
者Ｏが所望の姿勢で操作することができる。また、操作ハンドル１が支持機構９により支
持されるので、操作者Ｏが操作ハンドル１を支持する必要がない。これにより、操作者Ｏ
の負担が増大するのを抑制することができる。また、操作者Ｏの腕を支えるアームレスト
５により、操作者Ｏの負担をより軽減することができるとともに、操作者Ｏの腕を安定さ
せることができるので、操作者Ｏによる操作ハンドル１の操作を安定して行うことができ
る。
【００９３】
　また、支持機構９は、遠隔操作装置１００が設置される床面から所定の高さ以上に設定
された清潔区域に操作ハンドル１の操作領域Ａが収まるように操作ハンドル１を保持する
第１形態（図７参照）と、清潔区域よりも下方の区域に操作ハンドル１の操作領域Ａの少
なくとも一部が位置するように操作ハンドル１を保持する第２形態（図８参照）との間で
遷移可能に構成されている。
【００９４】
　ここで、手術室では、手術により切開した部分および医療機器が病原菌や異物などによ
り汚染されることを防ぐため、清潔操作が行われる。この清潔操作においては、清潔区域
および清潔区域以外の区域である汚染区域が設定される。そして、塵や埃等の異物が落ち
ている可能性が高い床面から一定の高さＨまでの区域は、原則、汚染区域として扱い、清
潔区域から除外される。この区域は、たとえば、床面から約７０ｃｍの高さまでの区域で
ある。つまり、清潔区域として、たとえば、遠隔操作装置１００が設置される床面から約
７０ｃｍ以上の高さの区域が設定される。操作者Ｏを含む手術チームのメンバーは、手術
中、清潔区域に殺菌されている物体のみが位置するよう配慮し、かつ、汚染区域に位置し
ている物体を清潔区域に移動させるときは、この物体に滅菌処理を施す。同様に、操作者
Ｏを含む手術チームのメンバーがその手を汚染区域に位置させたときは、清潔区域に位置
している物体に直接接触する前に、手の滅菌処理を行う。なお、操作ハンドル１は、清潔
ではないものとして扱い、清潔区域にあっても、滅菌処理またはドレープの対応をしない
場合、操作者Ｏが操作ハンドル１を操作しながら患者Ｐにアクセスすることはしない。
【００９５】
　これにより、床面から所定の高さ以上に設定された清潔区域に操作ハンドル１の操作領
域Ａが収まるように操作ハンドル１を位置させることにより、操作者Ｏが清潔区域内から
手を出すことなく操作ハンドル１を操作することができる。これにより、たとえば、操作
ハンドル１を清潔に処理すれば、操作者Ｏの手を清潔に保った状態にすることができる。
また、清潔区域よりも下方の区域に操作ハンドル１の操作領域Ａの少なくとも一部が位置
するように操作ハンドル１を保持することにより、操作者Ｏが座った状態の低い位置にお
いて操作ハンドル１を操作することができる。これにより、遠隔操作装置１００を操作者
Ｏが所望の姿勢で操作することができる。また、操作ハンドル１が支持機構９により支持
されるので、操作者Ｏが操作ハンドル１を支持する必要がない。これにより、操作者Ｏの
負担が増大するのを抑制することができる。
【００９６】
　また、支持機構９は、操作ハンドル１を操作者Ｏが立位で操作するのに適応した位置に
操作ハンドル１を保持する第１形態（図７参照）と、操作ハンドル１を操作者Ｏが座位で
操作するのに適応した位置に操作ハンドル１を保持する第２形態（図８参照）との間で遷
移可能に構成されている。これにより、遠隔操作装置１００を第１形態にすることにより
、操作者Ｏが立った状態で操作ハンドル１を操作することができる。また、遠隔操作装置
１００を第２形態にすることにより、操作者Ｏが座った状態で操作ハンドル１を操作する
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ことができる。これにより、遠隔操作装置１００を操作者Ｏが所望の姿勢で操作すること
ができる。また、操作ハンドル１が支持機構９により支持されるので、操作者Ｏが操作ハ
ンドル１を支持する必要がない。これにより、操作者Ｏの負担が増大するのを抑制するこ
とができる。
【００９７】
　また、支持機構９は、第１形態と第２形態との間で、操作ハンドル１およびアームレス
ト５の両方を上下方向に移動可能なように構成されている。具体的には、支持機構９は、
第１形態と第２形態との間で、操作ハンドル１およびアームレスト５の両方を一体的に上
下方向に移動可能なように構成されている。これにより、操作ハンドル１と、アームレス
ト５とを上下方向に移動させるための部材を別個に設ける場合に比べて、部品点数を減少
させることができるので、装置構成を簡素化することができるとともに、装置が大型化す
るのを抑制することができる。また、支持機構９は、第１形態と第２形態との間で、表示
部支持アーム４に支持された表示部３も上下方向に移動可能なように構成されている。つ
まり、支持機構９は、第１形態と第２形態との間で、操作ハンドル１、アームレスト５お
よび表示部３を一体的に上下方向に移動可能なように構成されている。
【００９８】
　言い換えると、支持機構９は、内視鏡２０１ｂが撮像した画像を表示する表示部３を支
持するとともに、第１形態と第２形態のそれぞれにおいて、操作ハンドル１に対する表示
部３の相対的な位置を変更可能に表示部３を支持する。具体的には、支持機構９により支
持された表示部支持アーム４により、表示部３の位置が操作ハンドル１に対して移動され
る。これにより、操作者Ｏの体格や姿勢に応じて、操作ハンドル１に対して表示部３の位
置を変更することができるので、表示部３に関して汎用性を高めることができる。
【００９９】
　姿勢操作部８は、操作ハンドル１と、表示部支持アーム４に支持された表示部３と、ア
ームレスト５とを上下移動させるための操作を受け付けるように構成されている。また、
姿勢操作部８は、操作ペダル部２を前後方向（Ｙ方向）に移動させるための操作を受け付
けるように構成されている。つまり、姿勢操作部８は、遠隔操作装置１００を第１姿勢と
、第２姿勢との間で変形させる操作を受け付けるように構成されている。
【０１００】
　つまり、姿勢操作部８は、遠隔操作装置１００の姿勢を立位（第１姿勢）と座位（第２
姿勢）とに変更する姿勢変更指令を入力することができる操作部である。姿勢操作部８は
、複数の操作ボタンを有している。
【０１０１】
　支持機構９は、操作ハンドル１と、表示部支持アーム４に支持された表示部３と、アー
ムレスト５とを上下方向に移動させるように構成されている。また、支持機構９の駆動部
９２は、たとえば、モータとエンコーダとを含み、姿勢操作部８からの指令に基づいて駆
動する。また、駆動部９２は、基台７に支持されている。また、駆動部９２は、前後方向
（Ｙ方向）において、基台７のＹ２方向端部近傍に配置され、左右方向（Ｘ方向）におい
て、基台７の略中央に設けられている。なお、支持機構９により、操作ハンドル１と、表
示部支持アーム４に支持された表示部３と、アームレスト５とをそれぞれ独立して別個に
上下方向に移動させてもよい。
【０１０２】
　また、支持機構９は、第１形態の状態において、遠隔操作装置１００が設置される床面
から９９ｃｍ以上の高さ位置Ｈ１に、操作領域Ａの中立位置Ａ０に位置する操作ハンドル
１を位置させて、操作ハンドル１を保持することが好ましい。また、支持機構９は、第２
形態の状態において、高さ位置Ｈ１から５０ｃｍ以上下方の高さ位置Ｈ２に、操作領域Ａ
の中立位置Ａ０に位置する操作ハンドル１を位置させて、操作ハンドル１を保持すること
が好ましい。
【０１０３】
　また、第１形態および第２形態との間で形態を変形する場合には、操作ハンドル１によ
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り患者側システム２００を操作することが無効にされるように構成されている。具体的に
は、第１形態および第２形態との間で形態を変形する場合には、操作ハンドル１による操
作が無効化される、または、動作態様指令の送信が無効化されるように構成されている。
つまり、制御部６１は、第１形態および第２形態との間で形態を変形している際に、操作
ハンドル１から指令が送信されたとしても、動作態様指令を患者側システム２００に送信
しない。これにより、第１形態および第２形態との間で形態を変形させている途中に、操
作ハンドル１が意図せずに操作されて、患者側システム２００が動作するのを抑制するこ
とができる。
【０１０４】
　図７示すように、遠隔操作装置１００の姿勢が立位（第１姿勢）の場合、起立した状態
の操作者Ｏがその腕を略直角に曲げた状態で中立位置Ａ０に位置する操作ハンドル１を把
持するために適した高さ位置に操作ハンドル１が位置するように設定される。また、起立
した状態の操作者Ｏが表示部３を視認するために適した高さ位置に表示部３が位置するよ
うに設定される。たとえば、スコープ型表示部３ａが取り付けられている場合、スコープ
型表示部３ａが操作者Ｏの目の高さ位置になるように設定される。
【０１０５】
　手術室において、床面から７０ｃｍの高さＨまでの区域が汚染区域として設定されてい
る場合、人間工学における人間モデルに基づいて設計すると、立位適応形態（第１姿勢）
においては、操作ハンドル１の操作領域Ａは、全体が床面から７０ｃｍ以上の清潔区域に
収まるよう構成することができる。
【０１０６】
　また、遠隔操作装置１００の姿勢が立位（第１姿勢）の場合、操作ペダル部２は、遠隔
操作装置１００の手前側（Ｙ１方向側）の位置Ｐ１に移動される。つまり、起立した状態
の操作者Ｏが、操作ハンドル１に手を触れた状態において、操作ペダル部２に足が届く位
置に、操作ペダル部２が移動される。
【０１０７】
　図８に示すように、遠隔操作装置１００の姿勢が座位（第２姿勢）の場合、椅子に座っ
た状態の操作者Ｏがその腕を略直角に曲げた状態で中立位置Ａ０に位置する操作ハンドル
１を把持するために適した高さ位置に操作ハンドル１が位置するように設定される。また
、椅子に座った状態の操作者Ｏが表示部３を視認するために適した高さ位置に表示部３が
位置するように設定される。たとえば、スコープ型表示部３ａが取り付けられている場合
、スコープ型表示部３ａが操作者Ｏの目の高さ位置になるように設定される。長時間に及
ぶ手術においては、操作者Ｏは座位で手術を行うことにより、操作者Ｏの疲労の蓄積を緩
和することができる。
【０１０８】
　手術室において、床面から７０ｃｍの高さＨまでの区域が汚染区域として設定されてい
る場合、人間工学における人間モデルに基づいて設計すると、座位適応形態（第２姿勢）
においては、操作ハンドル１の操作領域Ａは、少なくとも一部が汚染区域に位置する。
【０１０９】
　また、遠隔操作装置１００の姿勢が座位（第２姿勢）の場合、操作ペダル部２は、遠隔
操作装置１００の後側（Ｙ２方向側）の位置Ｐ２に移動される。つまり、椅子に座った状
態の操作者Ｏが、操作ハンドル１に手を触れた状態において、操作ペダル部２に足が届く
位置に、操作ペダル部２が移動される。たとえば、操作ペダル部２は、前後方向（Ｙ方向
）において、３００ｍｍ以上移動することが可能に構成されている。好ましくは、操作ペ
ダル部２は、前後方向（Ｙ方向）において、３５０ｍｍ以上移動することが可能に構成さ
れている。これにより、操作ペダル部２を、第１姿勢および第２姿勢のそれぞれに適した
位置に容易に移動させることができる。
【０１１０】
　遠隔操作装置１００の寸法等を具体的に設計するために、「１９８８ ＡＮＴＨＲＯＰ
ＯＭＥＴＲＩＣ ＳＵＲＶＥＹ ＯＦ Ｕ.Ｓ. ＡＲＭＹ ＰＥＲＳＯＮＮＥＬ:ＭＥＴＨＯＤ
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Ｓ ＡＮＤ ＳＵＭＭＡＲＹ ＳＴＡＴＩＳＴＩＣＳ（１９８８）」に記載されている測定
データを用いた。
【０１１１】
　遠隔操作装置１００を設計するためにＪＩＳ規格を参考にすることができ、例えば、「
ＪＩＳ Ｚ８５０３－４:２００６（ＩＳＯ １１０６４－４:２００４）人間工学―コント
ロールセンターの設計―第４部：ワークステーションの配置及び寸法」では５パーセンタ
イルと９５パーセンタイルの人間モデルを使用することが規定されている。
【０１１２】
　操作領域Ａは、中立位置Ａ０から上方および下方にそれぞれ１５ｃｍ、すなわち操作領
域Ａの高さ方向の寸法は３０ｃｍと定義している。これは、腹腔鏡手術時の術具の操作性
を良好に保つために設定された術具の動作領域の高さ方向の寸法および操作ハンドル１の
動作倍率に基づいて定義されている。この設定された術具の動作領域の高さ方向の寸法は
３０ｃｍであり、操作ハンドル１の動作倍率は１／２である。したがって、上記術具の動
作領域の高さ方向の寸法および操作ハンドル１の動作倍率に基づいて導かれる操作領域Ａ
の高さ方向の寸法は３０ｃｍとなる。
【０１１３】
　図９（Ａ）は、操作者Ｏのモデルを示す図であり、大柄な操作者Ｏ１のモデルを示す図
である。図９（Ｂ）は、操作者Ｏのモデルを示す図であり、小柄な操作者Ｏ２のモデルを
示す図である。
【０１１４】
　図９（Ａ）に示すように、大柄な操作者Ｏ１のモデルとして、ドイツ人男性の身体デー
タを用いた。ランダムに選択した１００人のドイツ人男性のモデルうち、上から５番目の
モデルが起立した状態（立位）で腕を直角に曲げて操作領域Ａの中立位置Ａ０に位置する
操作ハンドル１を握る場合の操作ハンドル１の高さ位置は約１１７６ｍｍであり、操作領
域Ａの高さ位置の下限は約１０２６ｍｍであり、上限は約１３２６ｍｍである。一方、着
席した状態で腕を直角に曲げて操作領域Ａの中立位置Ａ０に位置する操作ハンドル１を握
る場合の操作ハンドル１の高さ位置は約７０３ｍｍであり、操作領域Ａの高さ位置の下限
は約５５３ｍｍであり、上限は約８５３ｍｍである。
【０１１５】
　図９（Ｂ）に示すように、小柄な操作者Ｏ２のモデルとして、日本人女性の身体データ
を用いた。ランダムに選択した１００人の日本人女性のモデルのうち、下から５番目のモ
デルが起立した状態で腕を直角に曲げて操作領域Ａの中立位置Ａ０に位置する操作ハンド
ル１を握る場合の操作ハンドル１の高さ位置は約９９２ｍｍであり、操作領域Ａの高さ位
置の下限は約８４２ｍｍであり、上限は約１１４２ｍｍである。一方、着席した状態で腕
を直角に曲げて操作領域Ａの中立位置Ａ０に位置する操作ハンドル１を握る場合の操作ハ
ンドル１の高さ位置は約６４３ｍｍであり、操作領域Ａの高さ位置の下限は約４９３ｍｍ
であり、上限は約７９３ｍｍである。
【０１１６】
　以上のデータに基づき、体格の異なる複数の操作者Ｏが問題なく立位と座位の姿勢を取
ることができる操作ハンドル１の高さ位置は以下の通りである。まず、立位適応形態（第
１形態）における操作領域Ａの中立位置Ａ０に位置する操作ハンドル１の高さ位置は、立
位の小柄な操作者Ｏ２のモデルに対応する約９９ｃｍ以上に設定することが好ましい。こ
れによって、ほとんどの操作者Ｏが立位で操作ハンドル１を快適に操作することができる
。この場合、中立位置Ａ０から下方に１５ｃｍ動かすことができるように構成されている
操作ハンドル１において、立位適応形態における操作ハンドル１の操作領域Ａの高さ位置
の下限は、上記の通り８４ｃｍ以上である。
【０１１７】
　また、立位適応形態（第１状態）における中立位置Ａ０に位置する操作ハンドル１の高
さ位置は、８５ｃｍ以上に設定することが好ましい。これによって、中立位置Ａ０から下
方に１５ｃｍ動かすことができるように構成されている操作ハンドル１において、立位適
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応形態における操作ハンドル１の操作領域Ａの高さ位置の下限は７０ｃｍ以上となり、操
作ハンドル１の操作領域Ａを清潔区域に収めることができる。また、上記したとおり、立
位の小柄な操作者Ｏ２のモデルに対応する操作領域Ａの高さ位置の下限は約８４ｃｍであ
るので、操作領域Ａの高さ位置の下限を７０ｃｍに設定することで体格差を有する更に多
数の操作者Ｏが立位で操作ハンドル１を快適に操作することができる。
【０１１８】
　次に、座位適応形態（第２状態）における操作領域Ａの中立位置Ａ０に位置する操作ハ
ンドル１の高さ位置は、座位の小柄な操作者Ｏ２のモデルに対応する約６４ｃｍ以上に設
定することが好ましい。これによって、ほとんどの操作者Ｏが座位で操作ハンドル１を快
適に操作することができる。
【０１１９】
　次に、遠隔操作装置１００を立位適応形態と座位適応形態との間で遷移させたときの操
作ハンドル１の高さ位置の変位（調整幅）は、立位の小柄な操作者Ｏ２のモデルに対応し
た中立位置Ａ０に位置する操作ハンドル１の高さ位置約９９ｃｍと座位の小柄な操作者Ｏ
２のモデルに対応した中立位置Ａ０に位置する操作ハンドル１の高さ位置約６４ｃｍとの
差である約３５ｃｍ以上を確保しておくことが好ましい。
【０１２０】
　また、遠隔操作装置１００を立位適応形態と座位適応形態との間で遷移させたときの操
作ハンドル１の高さ位置の変位は、立位の大柄な操作者Ｏ１のモデルに対応した中立位置
Ａ０に位置する操作ハンドル１の高さ位置約１１８ｃｍ（本モデルにおいて、立位適応形
態における中立位置Ａ０に位置する操作ハンドル１の高さ位置が最大となる位置）と座位
の大柄な操作者Ｏ１のモデルに対応した中立位置Ａ０に位置する操作ハンドル１の高さ位
置約７０ｃｍとの差である約４８ｃｍ以上を確保しておくことが好ましい。
【０１２１】
　このように、立位適応形態と座位適応形態との間で遷移させたときの操作ハンドル１の
高さ位置の調整幅は、立位適応形態における操作者Ｏの体格に合わせるために確保してお
くことが望ましい調整幅（例えば、大柄な操作者Ｏ１のモデルに対応した中立位置Ａ０に
位置する操作ハンドル１の高さ位置と小柄な操作者Ｏ２のモデルに対応した中立位置Ａ０
に位置する操作ハンドル１の高さ位置との差の約１９ｃｍ）や、座位適応形態における操
作者Ｏの体格に合わせるために確保しておくことが望ましい調整幅（例えば、大柄な操作
者Ｏ１のモデルに対応した中立位置Ａ０に位置する操作ハンドル１の高さ位置と小柄な操
作者Ｏ２のモデルに対応した中立位置Ａ０に位置する操作ハンドル１の高さ位置との差の
約６ｃｍ）よりも大きくなる。
【０１２２】
　なお、操作ハンドル１の位置を立位の大柄な操作者Ｏ１のモデルに対応した中立位置Ａ
０に位置する操作ハンドル１の高さ位置約１１８ｃｍよりも更に高く設定した場合は、こ
の調整幅はさらに拡大することとなる。そして、立位適応形態における操作ハンドル１の
位置の高さ位置から５０ｃｍ以上を確保しておくことが好ましい。更に、遠隔操作装置１
００を立位適応形態と座位適応形態との間で遷移させたときの操作ハンドル１の高さ位置
の変位は、立位の大柄な操作者Ｏ１のモデルに対応した中立位置Ａ０に位置する操作ハン
ドル１の高さ位置約１１８ｃｍと座位の小柄な操作者Ｏ２のモデルに対応した中立位置Ａ
０に位置する操作ハンドル１の高さ位置約６４ｃｍとの差である約５４ｃｍ以上を確保し
ておくことが好ましい。なお、操作領域Ａの定義に関しても、今回は上下幅を３０ｃｍと
して考えたが、２０ｃｍ、２５ｃｍや３５ｃｍにするなど、操作ハンドル１の大きさなど
も加味して設計の変更を加えてもよい。
【０１２３】
［第２実施形態］
　次に、図１４を参照して、本発明の第２実施形態について説明する。この第２実施形態
では、遠隔操作装置に表示部が１つ取り付けられていた上記第１実施形態とは異なり、表
示部が複数取り付けられている構成の例について説明する。
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【０１２４】
　ここで、第２実施形態の遠隔操作装置４００には、図１４に示すように、表示部３が複
数取り付けられている。図１４に示す例では、遠隔操作装置４００には、表示部３として
のスコープ型表示部３ａおよび非スコープ型表示部３ｂの両方が取り付けられている。２
つの表示部３は、左右方向（Ｘ方向）に並べて配置されている。
【０１２５】
　言い換えると、遠隔操作装置４００は、被装着部４１が複数（２つ）設けられている。
具体的には、遠隔操作装置４００は、表示部支持アーム４が複数（２つ）設けられている
。そして、複数の表示部支持アーム４の各々の先端に被装着部４１が設けられている。こ
れにより、スコープ型表示部３ａおよび非スコープ型表示部３ｂの両方を遠隔操作装置４
００に取り付けることができるので、表示部３に関して汎用性を効果的に高めることがで
きる。
【０１２６】
　第２実施形態において、一方に用いられる非スコープ型表示部３ｂには、予め取得され
た手術部分の画像、手術状態を示す情報、操作情報のうち少なくとも１つが表示される。
たとえば、当該一方の非スコープ型表示部３ｂには、予め撮像したＸ線撮像画像や、磁気
共鳴画像が表示される。他方（もう一方）のスコープ型または非スコープ型の表示部には
内視鏡２０１ｂより取得した３Ｄ画像を表示する。これにより、操作者Ｏが主として他方
の表示部の内視鏡画像を見ながら、必要に応じて予め取得された手術部分の画像、手術状
態を示す情報、操作情報のうち少なくとも１つの補助情報を参照しつつ、手術を行うなど
さらに汎用性及び拡張性を拡大することができる。
【０１２７】
　以上のように、第２実施形態にかかる遠隔操作装置４００は、メインの表示部３として
スコープ型表示部３ａまたは非スコープ型表示部３ｂが選択的に着脱可能に取り付けられ
るように構成され、さらに補助の表示部として非スコープ型表示部３ｂが取り付けられて
いる。これにより、没入型の遠隔操作装置および開放型の遠隔操作装置のいずれかを選択
可能としつつ、補助情報も参照することができる。また、被装着部を複数設けているので
、メインの表示部を左右どちら側に設置するかも自由に選択することができる。
【０１２８】
　図１４の例では、２つの被装着部４１に、スコープ型表示部３ａおよび非スコープ型表
示部３ｂを取り付けているが、２つの被装着部４１の両方に、スコープ型表示部３ａを取
り付けてもよいし、２つの被装着部４１の両方に、非スコープ型表示部３ｂを取り付けて
もよい。
【０１２９】
　なお、第２実施形態のその他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【０１３０】
［第３実施形態］
　次に、図１５を参照して、本発明の第３実施形態について説明する。この第３実施形態
では、遠隔操作装置に表示部が取り付けられていた上記第１および第２実施形態とは異な
り、表示装置が別個に設けられている構成の例について説明する。
【０１３１】
　ここで、第３実施形態では、図１５に示すように、遠隔操作装置５００とは別個に表示
装置５０１が設けられている。つまり、遠隔操作装置５００には、表示部が取り付けられ
ていない。また、遠隔操作装置５００には、表示部を支持する表示部支持アームも設けら
れていない。遠隔操作装置５００と、遠隔操作装置５００の外部に設置された表示装置５
０１とにより、遠隔操作システム５０２が構成されている。これにより、遠隔操作装置５
００の構成を簡素化することができる。
【０１３２】
　表示装置５０１は、遠隔操作装置５００の前方（Ｙ２方向）に設置されている。つまり
、表示装置５０１は、遠隔操作装置５００を操作する操作者Ｏが画面を見ることが可能な
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位置に配置されている。表示装置５０１は、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、
プラズマディスプレイなどの表示装置を含み、内視鏡２０１ｂにより撮像された２Ｄまた
は３Ｄ画像が表示される。また、表示装置５０１には、予め取得された手術部分の画像、
手術状態を示す情報、操作情報のうち少なくとも１つが表示されてもよい。たとえば、表
示装置５０１には、予め撮像したＸ線撮像画像や、磁気共鳴画像が表示される。
【０１３３】
　なお、第３実施形態のその他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【０１３４】
（変形例）
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更（
変形例）が含まれる。
【０１３５】
　たとえば、上記第１～第３実施形態では、操作ペダル部のペダルが、凝固ペダルと、切
断ペダルとを含む構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、操作ペ
ダル部のペダルが、凝固ペダルおよび切断ペダル以外の医療器具に関する機能を実行する
ためのペダルを含んでいてもよい。
【０１３６】
　また、上記第１および第２実施形態では、アームレスト５の接続部５２が前方（操作者
Ｏが位置する側、Ｙ１方向）に向かって上がっている形状を有する例を示し、上記第３実
施形態では、アームレスト５ａの接続部５２が水平方向に延びる形状を有する例を示した
が、本発明はこれに限られない。本発明では、図１６に示す変形例のように、アームレス
ト５ｂの接続部５２が前方に向かって下がっている形状を有していてもよい。これにより
、操作者Ｏの足元の空間を大きく確保することができる。
【０１３７】
　また、上記第１～第３実施形態では、操作ハンドル１、および、アームレスト５を上下
方向に移動させる支持機構９を、遠隔操作装置の左右方向（Ｘ方向）における略中央に１
つ設ける構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、図１６に示す変
形例のように、支持機構９ａを、遠隔操作装置６００の左右方向（Ｘ方向）における両端
に一対設けてもよい。たとえば、支持機構９ａは、支持部９１ａと、駆動部９２ａとを含
み、支持部９１ａを左右に配列された一対の駆動部９２ａにより支持してもよい。一対の
駆動部９２ａは、同期して伸縮することにより、支持部９１ａを上下方向に移動させる。
【０１３８】
　また、上記第１～第３実施形態では、操作ペダル部に、７つのペダルが設けられている
構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、操作ペダル部に７つ以外
の複数のペダルが設けられていてもよい。
【０１３９】
　また、上記第１実施形態では、表示部３が取り付けられる被装着部４１が１つ設けられ
ている構成の例を示し、上記第２実施形態では、表示部３が取り付けられる被装着部４１
が２つ設けられている構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、表
示部３が取り付けられる被装着部４１が３つ以上設けられていてもよい。
【０１４０】
　また、上記第１～第３実施形態では、取り付けられた表示部３が遠隔操作装置に対して
有線のケーブルにより情報通信可能に接続される構成の例を示したが、本発明はこれに限
られない。本発明では、取り付けられた表示部３が遠隔操作装置に対して無線通信により
情報通信可能に接続されてもよい。
【０１４１】
　また、上記第１～第３実施形態では、支持機構が、操作ハンドルおよびアームレストを
上下方向に移動させる構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、支
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持機構が、操作ハンドルおよびアームレストを、上下方向に加えて、水平方向に移動させ
てもよい。
【符号の説明】
【０１４２】
　１：操作ハンドル、２：操作ペダル部、２ａ：基台部、３ａ：スコープ型表示部、３ｂ
：非スコープ型表示部、９：支持機構、２０：ペダル、２１、２１ａ、２１ｂ：凝固ペダ
ル、２２、２２ａ、２２ｂ：切断ペダル、２３：カメラペダル、２４：クラッチペダル、
２５：側方ペダル、４１：被装着部、１００、４００、５００、６００：遠隔操作装置、
２００：患者側システム、２０１ｂ：内視鏡（撮像部）、Ａ：操作領域

【図１】 【図２】
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